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全サービス共通に係る改定事項

①人員配置基準における両立支援への配慮

②管理者の責務及び兼務範囲の明確化

③「書面掲示」規制の見直し

【概ね全サービスに共通】

④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入（居宅療養

管理指導、特定福祉用具販売を除く）

⑤身体的拘束等の適性化の推進

⑥テレワークの扱い

全サービス共通に係る改定事項については必ず復習し、整備等を行ってください。

今回の集団指導では赤字の事項について取り上げます。



「書面掲示」規制の見直し

事業所の運営規程の概要の重要事項について、「書面掲示」に加え、
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう原則としてウェブサイ
トに掲載・公表すること。

インターネット上で情報の閲覧が完結するように

「ウェブサイト※ 」での掲載・公表
※法人のホームページ等又は情報公表システム

「書面掲示」

令和7年度から義務化



業務継続計画未策定事業所に対する減算



居宅介護支援改定事項

① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
② 居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて介護予防支援

を行う場合の取扱い（予防のみ）
③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
④ 入院時情報連携加算の見直し
⑤ 通院時情報連携加算の見直し
⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
⑦ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
⑧ 公正中立性の確保のための取組の見直し
⑨ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
⑩ 介護支援専門員1人当たりの取扱い件数の見直し（報酬）

全サービス共通に係る改定事項については、必ず復習し、整備等を行ってください。
今回の集団指導では赤字の事項について取り上げます。



①特定事業所加算の見直し

ア 検討会、研修会等への参加

多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点か
ら、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度
に関する知識などの事例検討会、研修会等に参加していること」の
要件を追加

イ 兼務の明確化

(主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業所
が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合
相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨
を明確化する。



①特定事業所加算の見直し

ウ 運営基準減算に係る要件の削除

事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運

営基準減算に係る要件を削除する。

エ 取扱い件数の見直し

介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅

介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。







②居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合
の取扱い（予防のみ）





④入院時情報連携加算

• 入院後3日以内又は入院後7日以内

• 入院当日中又は入院後3日以内

⑤通院時情報連携加算

•医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者
が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合
を同加算の対象とする。



⑥ターミナルケアマネジメント加算

人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件と
した上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこ
ととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込
みがないと診断した者を対象とする。

⑦ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リ
ハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治
の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。



介護支援専門員1人当たりの取扱件数（報酬）

現行 改正

ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ） 40未満 45未満

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ） 40以上60未満 45以上60未満

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ） 45未満 50未満 ケアプランデータ連携
システムの活用、事務
職員の配置居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ） 45以上60未満 50以上60未満

ウ 指定介護予防の提供を受ける利用者数 3分の１を乗じて件数に加える

介護支援専門員1人当たりの取扱件数（報酬）

ア 原則、要介護者数の数に要支援者の数に3分の1を乗
じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする。

イ 要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を
加えた数が49又はその端数を増すごとに1とする。

指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者との
間において、公益社団法人国民健康保険中央会のシステ
ム（居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信）
活用、事務職員の配置

⑩ 取扱い件数の見直し



地域密着型サービス改定事項①

【全共通】
ア.科学的介護推進体制加算の見直し
イ.職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加
算の一本化

ウ.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

【小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護】
ア.利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置の義務付け
イ.介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

（小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護）
ウ.総合マネジメント体制強化加算の見直し
エ.訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し



地域密着型サービス改定事項②

【認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護】
ア.リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
イ.通所介護等における入浴介助加算の見直し

【認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
ア.協力医療機関との定期的な会議の実施
イ.入院時等の医療機関への情報提供
ウ.高齢者施設等における感染症対応力の向上
エ.施設内療養を行う高齢者施設等への対応
オ.新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携



各サービス改定事項

ア.(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化

イ.(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し

２.(看護)小規模多機能型居宅介護

１.地域密着型通所介護

ア.通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し

イ.アウトカム評価の充実のためのADL維持など加算の見直し

（看護）

ウ.専門性の高い看護師による訪問看護の評価

エ.サービス内容の明確化

オ.訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

カ.情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価



ア.訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

イ.訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

ウ.訪問看護等における24時間対応体制の充実

エ.退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

オ.随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

各サービス改定事項

４.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ア.認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

イ.協力医療機関との連携体制の構築

ウ.認知症対応型共同生活介護における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応

の推進

エ.認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

３.認知症対応型共同生活介護



身体的拘束等の適性化



身体的拘束等の適性化













厚労省社会保障審議会（令和6年1月22日）参照
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